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○他団体等からの指名に基づいて大臣が委員等を任命する例

Ｉ
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、
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一

一

番号 会議体等 根拠法 指名
人数

候補者ネ
ガチェ

ク

ツ
実質的
選考

戻
拒
無

し
・
有

差
し
否
有無

差し戻し・拒否
有無(逐条解説）

1 中央選挙管理委員
会（委員）

O公職選挙法（昭和二十五年法律第百号） （抄）
(中央選挙管理会）
第五条の二中央選挙管理会は、委員五人をもって組織する。
2委員は、国会議員以外の者で参議院議員の被選挙権を有する者
の中から国会の議決による指名に基いて
する ◎

、 内閣総理大臣が任命

3前項の指名に当っては、同一の政党その他の政治団体に属する
者が、三人以上とならないようにしなければならない。
4内閣総理大臣は、委員が次の各号のいずれか
た場合は、その委員を罷免するものとする。た

に該当j-るに華つ
だし、第二号及び

第三号の場合においては、国会の同意を得なければならない。
一

一

▲

参議院議員の被選挙権を有しなくなった場合
心身の故障のため、職務を執行することができない場合
三職務上の義務に違反し、その他委員たるに適しない非行があ
つた場合

5委員のうち同一の政党その他の政治団体に属する者が三人以上
となった場合においては、内閣総理大臣は、 くじで定める二人以
外の委員を罷免するものとする。
6 国会は、第二項の規定による委員の指名を行う場合において
は、同時に委員と同数の予備委員の指名を行わなければならな
い。予備委員が欠けた場合においては、同時に委員の指名を行う
ときに限り、予備委員の指名を行う。
7予備委員は、委員が欠けた場合又は故障のある場合に、その職
務を行う。
8第二項から第五項までの規定は、予備委員について準用する。
9 ～ 17 （略）

○総務省設置法（平成十一年法律第九十一号） （抄）
(設置）
第二十二条本省に、中央選挙管理会を置く。
2 （略）

任命に必要
な人数のみ
指名されて
いる ◎

行政機関
では実施
していな

い。

国会 なし 逐条解説がない
ため、回答不可
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2 政治資金適正化委
員会

'

○政治資金規正法（昭和二十三年法律第百九十四号）（抄）
(委員）

第十九条の三十二垂量l主、学識経験のある者のうちから、国会の
議決による指名に基づいて、 総務大臣が任命する 0

2前項の指名に当たっては、同一の政党その他の政治団体に属す
る者が三人以上とならないようにしなければならない。
3 ．4 （略）
5総務大臣は、委員が心身の故障のため職務の執行ができないと
認める場合又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しな
い非行があると認める場合においては、国会の同意を得て、これ
を罷免することができる。
6委員のうち同一の政党その他の政治団体に属寸-る者が三人以上
となった場合においては、総務大臣は、 くじで定油る二人以外の
委員を罷免するものとする。
7 （略）

任命に必要
な人数のみ
指名されて
いる 0

■
▲
甲

行政機関
では実施
していな

い。

国会

ツ

なし 逐条解説がない
ため、回答不可

3 最高裁長官 ○裁判所法（昭和二十二年法律第五十九号） （抄）
(最高裁判所の裁判官の任免）
第三十九条
を任命する 0

最高裁判所長官は、内閣の指名に基いて、

2～4 （略）

○日本国憲法（昭和二十一年憲法） （抄）
第六条 （略）
○2天皇は、
－

任命する。

内閣の指名に基いて、

天皇がこれ

最高裁判所の長たる裁判官を

任命に必要
な人数のみ
指名されて
いる ｡

件
回
案
め
事
た
人
の

答不可□

内閣 なし 逐条解説がない
ため、回答不可

4 内閣総理大臣 ○日本国憲法（昭和二十一年憲法） （抄）
第六条
ー

旬。

天皇は、
－

2 （略）

国会の指名に基いて、 内閣総理大臣を任命す
任命に必要
な人数のみ
指名されて
いる ⑥

行政機関
では実施
していな

い。

国会 なし 逐条解説がない
ため、回答不可


